
第１回「野庭中学校・丸山台中学校」通学区域と学校規模適正化等検討部会 会議録 

日 時 平成 30 年５月 23 日（水）18：30～20：40 

開 催 場 所 野庭地区センター ３階 小・中会議室 

出 席 者 

（ 2 0 名 ） 

木村部会長、松井副部会長、荒木副部会長、下西委員、向後委員、山田委員、 

田代委員、三橋委員、阿曽委員、小後摩委員、馬場委員、渡辺委員、石田委員、 

貫名委員、糸氏委員、湊委員、榎田委員、加藤委員、藤﨑委員、新井委員 

欠 席 者 

（ ０ 名 ） 

なし 

開 催 形 態 一部公開（傍聴者０名） 

議 題 通学区域と学校規模適正化等の検討について 

議 事 （事務局） 

本部会は、一般に公開するものですが、部会の皆さまの承諾があれば会議の一部又

は全部を非公開にすることができます。これまで、小規模校対策の検討部会では、公

開し、傍聴人がいる場合に、委員が自由な発言をしにくいなどの理由から、ほとんど

が非公開で議論してきた経緯があります。 

 そのため、本部会の公開・非公開を皆さまに御検討いただきたいと思います。よろ

しくお願いします。 

（委員） 

公開でよいのではないでしょうか。 

（委員） 

非公開にされる会議が多いということですが、なぜですか。 

（事務局） 

委員が自由な発言をしにくいと申し上げましたが、これから検討しようとしている

学校規模適正化は、通学区域の変更や、場合によっては学校統合という、かなり重た

い課題を議論するということもありますので、委員の皆さまには忌憚のない御意見を

いただきたいという理由で、非公開にしてきた事例が多いです。 

 ただ、会議を非公開にした場合でも、議事内容をニュースにまとめ発行し、しっか

りと地域の皆さまにお伝えする予定です。この場は自由に御発言いただきたいという

趣旨で、非公開としている事例が多くあります。これは、皆さまの考え方次第ですの

で、御検討の上、どちらかに決めていただければと思います。 

（委員） 

ニュースなど公表されるものは、発言者がわからない形ということでしょうか。 

（事務局） 

ニュースには、発言者が特定されない形で記載をします。 

（委員） 

 前例で非公開にしたのには、何かそうしたほうがよい理由があったのだと解釈しま

す。そのため、私は基本的に非公開にして、必要があれば公開にするのがよいのでは

ないかと考えます。 

（委員） 

 いずれニュースで公開しますので、この場は非公開にして、忌憚のない意見交換を

し、その中で、正しく保護者・地域の方に説明または書面で報告すればよいのではな

いかと思います。 



（委員） 

とてもデリケートな問題なので、委員の皆さんには忌憚のない意見をいただきたい

と思っています。その後、どういう結果になっても、委員の皆さんが各所属団体で報

告・説明していただくことになりますので、委員の皆さんが意見を出しやすいほうを

選んでいただければよいと思います。そうなると、非公開のほうがよいと思います。

ただ、非公開と言ってしまうと情報を隠すようで嫌なのですが、委員の皆さんに忌憚

のない意見をいただきたいと思っています。 

（委員） 

先ほど、運営要領について説明されましたが、この部会の上部組織として学校規模

適正化等検討委員会があり、教育委員会があります。それぞれの組織のステップを踏

んでいるので、この部会の公平性・公正性というのは、担保されていると私は思いま

す。この部会に関しては、非公開にしていただいたほうが、皆さんから忌憚のない意

見が伺えると思います。 

（部会長） 

 ありがとうございます。いずれにしても部会で決まったことはニュースなどで皆さ

んにお知らせができますので、この場は非公開にすることでいかがでしょうか。 

（異議なし）        

〈以降、非公開〉 

資 料 

・ 

特 記 事 項 

【資  料】 

１ 次第 

２ 委員名簿 

３ 席次表 

４ 「野庭中学校・丸山台中学校」通学区域と学校規模適正化等検討部会運営要領 

５ 「野庭中学校・丸山台中学校」通学区域と学校規模適正化等の検討について 

別紙１ 野庭中学校・丸山台中学校の学校規模に関する説明会報告 

別紙２ 野庭中学校の学校規模の適正化に向けた検討案 

６ 横浜市学校規模適正化等検討委員会条例（参考） 

７ 「野庭中学校・丸山台中学校」通学区域と学校規模適正化等検討部会傍聴に関す 

る要領（参考） 

 

【特記事項】 

次回は、７月３日（火）18 時 30 分から非公開で開催予定。 

開催場所は、野庭地区センター ３階 小・中会議室。 

（※）本部会は非公開であるため、非公開の旨決定以降の発言要旨については記載しておりません。 


